
 令和８年３月３１日（火）         群 馬 県 報             号 外 （第１０号） 

 

1 

 

 

 

 

県 紋 章 

 

 

 

 

 

つる舞う形の群馬県／上毛かるた  

令和８年３月３１日（火） 号 外（第１０号） 

 

 

ページ 

      規          則 

○群馬県流域下水道事業の会計の特例に関する規則の一部を改正する規則（下水環境課）          ２ 

○群馬県財務規則の一部を改正する規則（会計管理課）                         ２ 

 

      告          示 

○分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示の一部改正（会計管理課）               １１ 

 

      訓          令 

○群馬県庁議規程の一部を改正する訓令（秘書課）                          １２ 

○群馬県処務規程の一部を改正する訓令（人事課）                          １２ 

○群馬県公文書管理規程の一部を改正する訓令（総務事務管理課）                   １４ 

 

      災 害 対 策 本 部 規 程 

○群馬県災害対策本部の組織及び運営に関する規程の一部を改正する規程（危機管理課）         １５ 

 

      国民保護対策本部規程 

緊急対処事態対策本部規程 

○群馬県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程の一部を改正する規 

 程（危機管理課）                                        １９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 目  次 



 令和８年３月３１日（火）           群 馬 県 報              号 外 （第１０号） 

 

2 

  

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園 

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
学
園 

次
長
（
経
理
を
担
当
す
る
次
長
を
い

う
。
） 

次
長 

 

 

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
学
園 

次
長 

 

 

群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー 

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所 

次
長 

次
長 

 

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所 

次
長 
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達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

次
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群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
九 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
改
め
る
。 

 

第
八
十
一
条
第
四
号
、
第
八
十
七
条
第
一
号
及
び
第
八
十
九
条
第
一
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行

政
法
人
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
の
表
教
育
委
員
会
教
育
長
警
察
本
部
長
の
項
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

チ 

指
定
納
付
受
託
者
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

リ 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
調
定
減
額
兼
戻
出
回
議
書
」
を
「
調
定
減
額
回

議
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
二
条
第
二
項
中
「
又
は
調
定
減
額
兼
戻
出
回
議
書
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
戻
出
回

議
書
等
」
を
「
戻
出
回
議
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
調
定
減
額
兼
戻
出
回
議
書
」
を
削

る
。 

 

第
六
十
三
条
の
二
中
「
調
定
減
額
兼
戻
出
回
議
書
」
を
「
調
定
減
額
回
議
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
改
め
る
。 

第
八
十
八
条
第
四
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
を
同
条
第
二

十
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
八 

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
支
払
を
し
な
け
れ
ば
事
務
の
取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
と
な
る
経
費 

 

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
次
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
、
「
に
お
い
て
、
第
六
号
」

を
「
、
第
六
号
に
掲
げ
る
経
費
は
想
定
さ
れ
る
外
国
為
替
の
変
動
幅
の
範
囲
内
、
第
七
号
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

六 

外
国
為
替
の
変
動
に
よ
り
支
払
額
が
変
動
す
る
も
の 

 

第
九
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
六
条
第
三
号
、
第
九
十
八
条
第
一
号
及
び
第
百
七
十
三
条
第
三
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立

行
政
法
人
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
担
保
責
任
」
を
「
契
約
不
適
合
責
任
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
五
十
五
条
第
二
号
中
「
）
」
の
下
に
「
、
調
定
減
額
回
議
書
」
を
加
え
、
「
、
調
定
減
額

兼
戻
出
回
議
書
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
生
活
こ
ど
も
部
の
項
中
「
群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
学
園 

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
」
を

「
群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
学
園
」
に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
項
中
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所 

群

馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
」
を
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
」
に
、
「
群
馬
県
発
達
障
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
群
馬
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
地
域
機
関
等
の
項
中 
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を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
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に
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」 
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」 
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に
改
め
る
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群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
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群
馬
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

次
長
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経
理
を
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当
す
る
次
長
を
い

う
。
） 

次
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」 

 

別
表
第
六
中
「
調
定
減
額
兼
戻
出
回
議
書
」
を
「
調
定
減
額
回
議
書
」
に
改
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
十
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                    

                          

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園 

次
長
（
経
理
を
担
当
す
る
次
長
を
い

う
。
） 

 



 令和８年３月３１日（火）           群 馬 県 報           号 外 （第１０号） 

 

4 

別記様式第１７号（規格Ａ４） 

 （その１） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調定減額回議書            年度  

決 裁 日 収入調定者  

   

 本書のとおり調定減額したい。 

年  月  日  

発議者 
庁内電話（   ） 

所属名  

調 定 番 号  内訳番号  減 額 回 数  

会 計  納期限 年  月  日 最 新 収 納 日 年 月 日 

科 目 

款 
項 
目 
節 
細節 

 

相手方 

相手方コード 
郵 便 番 号 
住 所 

 
氏 名 

 

 

集合件数  件 

支払方法 

支払区分 

特例 

現調定額        正当調定額 

収 入 額        収入未済額 

差引減額 

内 容  

減 額 理 由  

備 考  

戻出日  
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 （その２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調 定 減 額 内 訳 書 

所属 年度 調定番号 回数 ページ 

会計 発議日 

内 訳 

番 号 
 金 額 

   

   

   

   

合  計  
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別記様式第１８号（規格Ａ４） 

 （その１） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調定減額回議書（公金振替）        年度  

決 裁 日 収入調定者  

   

 本書のとおり調定減額したい。 

年  月  日  

発議者 
庁内電話（   ） 

所 属 名  

調 定 番 号  内 訳 番 号  減 額 回 数  

会計  納期限 年  月  日 最新収納日 年 月 日 

科目 

款 
項 
目 
節 
細節 

 

相手方 

公 金 振 替 
依頼先所属 

 

集 合 件 数  件 

現調定額        正当調定額 

収 入 額        収入未済額 

差引減額 

内 容  

減 額 理 由  

備 考  

戻出日  
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（その２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調 定 減 額 内 訳 書（ 公 金 振 替 ） 

所属 年度 調定番号 回数 ページ 

会計 発議日 

内 訳 

番 号 
 金 額 

   

   

   

   

合  計  
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別記様式第１９号（規格Ａ４） 

 （その１） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    調 定 減 額 回 議 書（個別システム）    年度 

決 裁 日 収入調定者  

   

 本書のとおり調定減額したい。 

年  月  日  

発議者 
庁内電話（   ） 

所属名  

調 定 番 号  内訳番号  減 額 回 数  

会 計  納期限 年  月  日 最新収納日 年 月 日 

科 目 

款 
項 
目 
節 
細節 

 

相手方 

相手方コード 
郵 便 番 号 
住 所 

 
氏 名 

 

 

集合件数 

 

 件 

 件 

現調定額         正当調定額 
 
収 入 額         収入未済額 

差引減額 

内 容  

減 額 理 由  

備 考  

戻出日  
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 （その２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 定 減 額 内 訳 書（個別システム） 

所属 年度 調定番号 回数 ページ 

会計 発議日 

内 訳 

番 号 
 金 額 

   

   

   

   

合  計  
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内
容

 
 

戻
出
予
定
日

 
 

 

内
容

 
 

戻
出
予
定
日

 
 

 

内
容

 
 

 
戻

 
出
 

 

合
 
計
 

小
 
計
 

共
催
費

 

（
給
与
電
算
）

 

給
与
費

 

（
給
与
電
算
）

 

小
 
計
 

   

         

         

         

         

         

 

記
入
、
押
印
の
上

 

 記
入
の
上

 

 

「
５
 
本
書
の
有
効
期
間
は
、
発
行
日
か
ら
１
年
間
で
す
。
も
し
１
年

 
を
経
過
し
た
場
合
は
、
支
払
金
融
機
関
で
未
払
証
明
を
受
け
、
再

 
請
求
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 

「
５
 
本
書
の
有
効
期
間
は
、
発
行
日
か
ら
１
年
間
で
す
。
も
し
１
年

 
を
経
過
し
た
場
合
は
、
再
請
求
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

 
 
」

 

 

 

別
記
様
式
第
五
十
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
一
号
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
七
号
中 

「 

                     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

 
 

       

             
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
七
十
三
号
中
「 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

            

を 

 

合
 
計
 

小
 
計
 

共
催
費

 

（
給
与
電
算
）

 

給
与
費

 

（
給
与
電
算
）

 

小
 
計
 

      

      

      

      

      

給
与
分
の
公
金
振
替
額

 

一
般
分
の
公
金
振
替
額

 

 

戻
 
出

 

 

合
 
計

 

小
 
計
 

共
催
費
 

（
給
与
電
算
）

      

     

     

     

       

 

に 

に
改
め
る
。 
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◎群馬県告示第１０９号 

 分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７１号）の一部を次のように改正し、

令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月３１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 表文化財保護課の項中「文化財保護課」を「文化遺産課」に改める。 

 表廃棄物・リサイクル課の項委任事務の欄中「行政代執行」の次に「並びに群馬県土砂等による埋立て等の規制

に関する条例（平成２５年群馬県条例第４７号）に基づき命じた措置に対する行政代執行」を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 告  示 
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群
馬
県
訓
令
甲
第
二
号 

県 
 

庁 

地
域
機
関 

専
門
機
関 

 

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 

 
 
 

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

群
馬
県
庁
議
規
程
（
平
成
四
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
湯
け
む
り
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
大
会
局
長
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
訓
令
甲
第
三
号 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

県 
 

庁 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

地
域
機
関 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

専
門
機
関 

 
 

 

 

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 
本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

群
馬
県
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
三
号
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
の
表
年
次
有
給
休
暇
の
項
及
び
病
気
休
暇
の
項
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に

「
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
」
を
加
え
、
同
表
特
別
休
暇
の
項
第
三
号
中
「
第
三
条
第
四
項
第
一
号
」
を

「
第
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
の
三
中
「
そ
の
子
の
看
護
」
を
「
そ
の
子
の
看

護
等
」
に
、
「
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
」
を
「
、
疾
病
の

予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保

健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
そ

の
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行
事
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
へ
の
参
加
を
す
る
」

に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
で
、
職
員
が
当
該

住
居
の
復
旧
作
業
等
の
た
め
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
で
、
職
員
が
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ 

職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を

行
い
、
又
は
一
時
的
に
避
難
し
て
い
る
と
き
。 

ロ 

職
員
及
び
当
該
職
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な
水
、
食
料
等
が
著
し

く
不
足
し
て
い
る
場
合
で
、
当
該
職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
の
表
介
護
休
暇
の
項
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
」

を
加
え
る
。 

 

第
四
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
営
利
企
業
従
事
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
営
利
を
目

的
と
す
る
私
企
業
」
を
「
、
商
業
、
工
業
又
は
金
融
業
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
（
以
下

「
営
利
企
業
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
自
ら
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
」
を
「
自
ら
営
利
企
業
」

に
、
「
営
利
企
業
等
従
事
許
可
申
請
書
」
を
「
営
利
企
業
従
事
等
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事
し
よ
う
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
を
し
よ
う
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
し
ろ
が
ね
学
園
の
項
を
削
り
、
同
表
中 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
表
下
水
総
合
事
務
所
の
項
中
「
（
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
）
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
農
林
大
学
校
の
項
中
「
農
林
部
長
。
農

林
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
農
林
部
次
長
又
は
研
修
部
長
。
農
林
部
長
及
び
農
林
部
次
長
又
は
研
修

部
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
学
科
に
あ
つ
て
は
、
学
科
長
）
」
を
「
副
校
長
。
副
校

長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
校
長
及
び
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

■ 

訓 
 

令 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

 

し
ろ
が
ね
学
園 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 
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別記様式第１７号（規格Ａ４）（第４１条関係） 

営利企業従事等許可申請書 

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 

人事課長 様 

所 属＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

職氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

次のとおり営利企業への従事等をしたいので、許可してください。 

区 分 □営利企業役員への就任 □自営 □事業・事務への従事 

従 事 先 

名 称  

所 在 地  

事業内容  

従事する 

業 務 

役 職  

業務内容  

報 酬 
□年額 □月額 □日額 □時間額 □その他（＿＿＿＿＿＿） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円 

従事期間 ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日から＿＿＿＿年＿＿月＿＿日まで 

従事時間 

□年＿＿＿回 □月＿＿＿回 □週＿＿＿回 □１回限り 

１回（日）当たりの従事時間 

□週休日 
＿＿時間＿＿分 
＿＿：＿＿から＿＿：＿＿まで 

□勤務日 
＿＿時間＿＿分 
＿＿：＿＿から＿＿：＿＿まで 
うち勤務時間内に係る部分 
＿＿：＿＿から＿＿：＿＿まで 

営利企業従事等を必要と
する理由 

 

営利企業従事等に伴う職
務遂行への支障、職務の
公正の確保、職員の品位
の確保等についての確認 

□職務の遂行に支障を及ぼすおそれがない 

□職員の職と特別な利害関係又はその発生のおそれがない 

□職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない 

□その他全体の奉仕者たる公務員として適当である 

所属長の意見 

 
 

所属長職氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 注 従事しようとする企業等からの依頼書その他事実を証明し得る書類を、添付すること。 
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附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
表
特

別
休
暇
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
十
七
号
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
様
式
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

   

群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号 

県 
 

庁 
 
 

 

地
域
機
関 

 
 

 

専
門
機
関 
 
 

 

 

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
三
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
湯
け
む
り
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
大
会
局
」 

に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
危
機
管
理
監
及
び
」
を
「
危
機
管
理
監
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
及
び
」

に
改
め
、
「
危
機
管
理
課
」
の
下
に
「
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
宛
て
の
も
の
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
」
を

加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
湯
け
む
り
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
大
会
局
長
」

に
、
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
」
を
「
大
会
総
務
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
課
・
所
ご
と
」
を
「
課
名
又
は
機
関
名
ご
と
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
１
の
表
地
域
創
生
部
の
項
中 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

生
活
こ
ど
も
部
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

項
中 

「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
、 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
農
政
部
の
項
中 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

文
化
財
保
護
課

 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 
湯
け
む
り
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
準
備
課

 

文
財

 
ス
振

 
湯
ス
ポ

 

 
を 

文
化
遺
産
課

 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 
大
会
総
務
課

 
施
設
調
整
課

 
競
技
式
典
課

 

文
遺

 
ス
振

 
大
総

 
施
調

 
競
式

 

 
に
改
め
、
別
表
第
一
の
２
の
表 

ぐ
ん
ま
学
園

 
し
ろ
が
ね
学
園

 
ぐ
ん
学

 
し
学

 

 

ぐ
ん
ま
学
園

 
ぐ
ん
学

 

 

吾
妻
保
健
福
祉
事
務
所

 
吾
妻
保
健
所

 
利
根
沼
田
保
健
福
祉
事
務
所

 
利
根
沼
田
保
健
所

 
太
田
保
健
福
祉
事
務
所

 

吾
保
福

 
吾
保

 
利
保
福

 
利
保

 
太
保
福

 

 
を 

吾
妻
保
健
福
祉
事
務
所
企
画
福
祉
課

 
吾
妻
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
課

 
吾
妻
保
健
所

 
利
根
沼
田
保
健
福
祉
事
務
所
企
画
福
祉
課

 
利
根
沼
田
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
課

 
利
根
沼
田
保
健
所

 
太
田
保
健
福
祉
事
務
所
企
画
福
祉
課

 
太
田
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
課

 

吾
保
福

 
吾
保
健

 
吾
保

 
利
保
福

 
利
保
健

 
利
保

 
太
保
福

 
太
保
健

 

 

衛
生
環
境
研
究
所

 
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー

 
衛
研

 
食
安
セ

 

 

衛
生
環
境
研
究
所

 
衛
研

 

 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

 
発
障
支

 

 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

 
し
ろ
が
ね
学
園

 
発
障
支

 
し
学

 

 

中
部
農
業
事
務
所

 
中
部
家
畜
保
健
衛
生
所

 
西
部
農
業
事
務
所

 
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所

 
吾
妻
農
業
事
務
所

 
吾
妻
家
畜
保
健
衛
生
所

 
利
根
沼
田
農
業
事
務
所

 
利
根
沼
田
家
畜
保
健
衛
生
所

 
東
部
農
業
事
務
所

 

中
農

 
中
家

 
西
農

 
西
家

 
吾
農

 
吾
家

 
利
農

 
利
家

 
東
農
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「 

                             
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
長 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
災
害
対
策
本

部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
、
同
条
第
六
項
に

規
定
す
る
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
部
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
課
等
」
の
下
に

「
及
び
同
表
第
六
欄
に
掲
げ
る
課
等
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
総
務
部
防
災
総
括
班
長
」
を
「
司
令
室
対
策
班
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
総
務
部
の
部
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                             

■ 

災
害
対
策
本
部
規
程 

中
部
農
業
事
務
所
農
畜
産
課

 
中
部
農
業
事
務
所
担
い
手
・
園
芸
課

 
中
部
農
業
事
務
所
渋
川
地
域
農
業
課

 
中
部
農
業
事
務
所
伊
勢
崎
地
域
農
業
課

 
中
部
農
業
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
課

 
中
部
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

 
中
部
農
業
事
務
所
渋
川
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー

 
中
部
家
畜
保
健
衛
生
所

 
西
部
農
業
事
務
所
農
畜
産
課

 
西
部
農
業
事
務
所
担
い
手
・
園
芸
課

 
西
部
農
業
事
務
所
藤
岡
地
域
農
業
課

 
西
部
農
業
事
務
所
富
岡
地
域
農
業
課

 
西
部
農
業
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
課

 
西
部
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

 
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所

 
吾
妻
農
業
事
務
所
農
畜
産
課

 
吾
妻
農
業
事
務
所
担
い
手
・
園
芸
課

 
吾
妻
農
業
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
課

 
吾
妻
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

 
吾
妻
家
畜
保
健
衛
生
所

 
利
根
沼
田
農
業
事
務
所
農
畜
産
課

 
利
根
沼
田
農
業
事
務
所
担
い
手
・
園
芸
課

 
利
根
沼
田
農
業
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
課

 
利
根
沼
田
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

 
利
根
沼
田
家
畜
保
健
衛
生
所

 
東
部
農
業
事
務
所
農
畜
産
課

 
東
部
農
業
事
務
所
担
い
手
・
園
芸
課

 
東
部
農
業
事
務
所
桐
生
地
域
農
業
課

 
東
部
農
業
事
務
所
館
林
地
域
農
業
課

 
東
部
農
業
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
課

 
東
部
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

 
東
部
農
業
事
務
所
館
林
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー

 

中
農
畜

 
中
担
園

 
中
渋
農

 
中
伊
農

 
中
家
保

 
中
農
整

 
中
渋
整

 
中
家

 
西
農
畜

 
西
担
園

 
西
藤
農

 
西
富
農

 
西
家
保

 
西
農
整

 
西
家

 
吾
農
畜

 
吾
担
園

 
吾
家
保

 
吾
農
整

 
吾
家

 
利
農
畜

 
利
担
園

 
利
家
保

 
利
農
整

 
利
家

 
東
農
畜

 
東
担
園

 
東
桐
農

 
東
館
農

 
東
家
保

 
東
農
整

 
東
館
整

 

 

に
改
め
る
。 

         

統
括
司
令
部 

被
災
者
支
援

班 応
援
職
員
調

整
班 

物
資
支
援
調

整
班 

戦
略
広
報
班 

航
空
運
用
調

整
班 

救
出
・
救
助

調
整
班 

   

司
令
室 

 

情
報
班 

対
策
班 

総

括

調

整
官 

一 

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に

基
づ
く
救
助
の
実
施
に
係
る
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ

と
。 

二 

被
災
者
氏
名
等
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

住
家
被
害
認
定
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

受
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
人
的
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

応
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
人
的
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

受
援
・
応
援
調
整
（
人
的
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

被
災
市
町
村
の
業
務
支
援
の
た
め
の
県
応
援
職
員
の
調

整
及
び
庁
内
か
ら
の
応
援
に
関
す
る
状
況
把
握
に
関
す
る

こ
と
。 

五 

被
災
市
町
村
の
業
務
支
援
の
た
め
の
県
応
援
職
員
の
派

遣
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

避
難
所
運
営
支
援
（
人
的
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

受
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
物
資
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

応
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
物
資
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

受
援
・
応
援
調
整
（
物
資
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

資
源
の
調
達
・
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

県
物
資
集
積
拠
点
の
開
設
・
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

救
援
物
資
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

救
援
物
資
の
保
管
及
び
受
払
い
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

避
難
所
運
営
支
援
（
物
資
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

広
報
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

記
録
写
真
及
び
記
録
映
像
の
撮
影
に
関
す
る
こ
と
。 

一 
航
空
運
用
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

被
災
者
の
救
出
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

消
防
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
町
村
消
防
応
援
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

緊
急
消
防
援
助
隊
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
危
険
物
、
高
圧
ガ
ス
、
火
薬
類
及

び
放
射
性
物
質
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

人
的
被
害
及
び
住
家
被
害
を
中
心
と
す
る
包
括
的
な
災

害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

市
町
村
と
の
連
絡
調
整
（
要
請
情
報
等
）
に
関
す
る
こ

と
。 

三 

地
震
及
び
気
象
情
報
の
受
領
及
び
伝
達
に
関
す
る
こ

と
。 

四 

各
部
か
ら
の
災
害
情
報
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ

と
。 

五 

内
閣
総
理
大
臣
、
消
防
庁
長
官
及
び
中
央
防
災
会
議
に

対
す
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

災
害
対
策
本
部
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

本
部
長
又
は
本
部
会
議
か
ら
の
指
示
、
指
令
等
の
伝
達

に
関
す
る
こ
と
。 

三 

各
班
応
急
対
策
業
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

中
央
連
絡
部
、
現
地
本
部
及
び
地
方
部
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。 

五 

自
衛
隊
の
災
害
派
遣
要
請
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

都
道
府
県
相
互
応
援
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

そ
の
他
い
ず
れ
の
部
に
も
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ

と
。 

一 

災
害
応
急
対
策
の
実
務
指
揮
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

災
害
応
急
対
策
の
全
体
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

災
害
応
急
対
策
の
方
針
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
。 
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別
表
第
一
総
務
部
の
部
防
災
総
括
班
の
項
を
削
り
、
同
部
総
務
班
の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
本
部

活
動
支
援
班
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
防
災
総
括
班
を
除
く
」
を
削
り
、
同
項
中
第
八
号
を
第

十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

八 

災
害
対
策
に
係
る
予
算
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

緊
急
通
行
車
両
の
確
認
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
総
務
部
の
部
財
政
班
の
項
及
び
避
難
所
支
援
班
の
項
を
削
り
、
同
部
渉
外
班
の
項
中

「
渉
外
班
」
を
「
連
絡
・
調
整
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
戦
略
部
の
部
広
報
班
の
項
を
削
り
、
同
表

農
政
部
の
部
食
料
調
達
班
の
項
を
削
り
、
同
表
産
業
経
済
部
の
部
生
活
必
需
品
班
の
項
を
削
り
、
同

部
地
域
企
業
支
援
班
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

商
業
に
係
る
災
害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

商
業
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

         

統
括
司
令
部 

被
災
者
支
援

班 応
援
職
員
調

整
班 

物
資
支
援
調

整
班 

戦
略
広
報
班 

航
空
運
用
調

整
班 

救
出
・
救
助

調
整
班 

   

司
令
室 

 

情
報
班 

対
策
班 

総

括

調

整
官 

一 

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に

基
づ
く
救
助
の
実
施
に
係
る
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ

と
。 

二 

被
災
者
氏
名
等
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

住
家
被
害
認
定
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

受
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
人
的
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

応
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
人
的
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

受
援
・
応
援
調
整
（
人
的
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

被
災
市
町
村
の
業
務
支
援
の
た
め
の
県
応
援
職
員
の
調

整
及
び
庁
内
か
ら
の
応
援
に
関
す
る
状
況
把
握
に
関
す
る

こ
と
。 

五 

被
災
市
町
村
の
業
務
支
援
の
た
め
の
県
応
援
職
員
の
派

遣
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

避
難
所
運
営
支
援
（
人
的
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

受
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
物
資
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

応
援
に
関
す
る
状
況
把
握
・
取
り
ま
と
め
（
物
資
支

援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

受
援
・
応
援
調
整
（
物
資
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 
資
源
の
調
達
・
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

五 
県
物
資
集
積
拠
点
の
開
設
・
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

救
援
物
資
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

救
援
物
資
の
保
管
及
び
受
払
い
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

避
難
所
運
営
支
援
（
物
資
支
援
）
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

広
報
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

記
録
写
真
及
び
記
録
映
像
の
撮
影
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

航
空
運
用
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

被
災
者
の
救
出
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

消
防
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
町
村
消
防
応
援
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

緊
急
消
防
援
助
隊
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
危
険
物
、
高
圧
ガ
ス
、
火
薬
類
及

び
放
射
性
物
質
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

人
的
被
害
及
び
住
家
被
害
を
中
心
と
す
る
包
括
的
な
災

害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

市
町
村
と
の
連
絡
調
整
（
要
請
情
報
等
）
に
関
す
る
こ

と
。 

三 

地
震
及
び
気
象
情
報
の
受
領
及
び
伝
達
に
関
す
る
こ

と
。 

四 

各
部
か
ら
の
災
害
情
報
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ

と
。 

五 

内
閣
総
理
大
臣
、
消
防
庁
長
官
及
び
中
央
防
災
会
議
に

対
す
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

災
害
対
策
本
部
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

本
部
長
又
は
本
部
会
議
か
ら
の
指
示
、
指
令
等
の
伝
達

に
関
す
る
こ
と
。 

三 

各
班
応
急
対
策
業
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

中
央
連
絡
部
、
現
地
本
部
及
び
地
方
部
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。 

五 

自
衛
隊
の
災
害
派
遣
要
請
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

都
道
府
県
相
互
応
援
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

そ
の
他
い
ず
れ
の
部
に
も
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ

と
。 

一 

災
害
応
急
対
策
の
実
務
指
揮
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

災
害
応
急
対
策
の
全
体
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

災
害
応
急
対
策
の
方
針
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
。 

 

     

地
域
創

生
部 

   

知
事
戦

略
部 

 

総
務
部 

         

統
括
司

令
部 部 

  

地
域
創
生
部 

長 ス
ポ
ー
ツ
推

進
監 

知
事
戦
略
部

長 デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ

ー
メ
ー
シ
ョ

ン
推
進
監 

グ
リ
ー
ン
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
推
進
監 

 

総
務
部
長 

         

危
機
管
理
監 

部
長
担
当
職 

  

地
域
創
生

応
援
班 

文
化
財
保

護
班 

外
国
人
支

援
班 

地
域
創
生

総
務
班 

知
事
戦
略

応
援
班 

交
通
対
策

班 情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
班 

知
事
戦
略

総
務
班 

連
絡
・
調

整
班 

本
部
活
動

支
援
班 

被
災
者
支

援
班 

応
援
職
員

調
整
班 

物
資
支
援

調
整
班 

戦
略
広
報

班 航
空
運
用

調
整
班 

救
出
・
救

助
調
整
班 

   

司
令
室 

班 

  

情
報
班 

対
策
班 

総
括
調

整
官 

  

文
化
振
興
課
長 

文
化
遺
産
課
長 

ぐ

ん

ま

暮

ら

し
・
外
国
人
活

躍
推
進
課
長 

地
域
創
生
課
長 

グ
リ
ー
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
課
長 

交
通
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
推
進
課

長 デ
ジ
タ
ル
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ョ
ン
課
長 

戦
略
企
画
課
長 

人
事
委
員
会
事

務
局
長 

総
務
部
総
務
課

長 支
援
調
整
係
長 

市
町
村
課
長 

危
機
管
理
課
次

長 メ
デ
ィ
ア
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
課

長 消
防
保
安
課
次

長 消
防
保
安
課
長 

レ
ジ
リ
エ
ン
ス

推
進
室
長 

防
災
対
策
係
長 

防
災
対
策
主
監 

危
機
管
理
課
長 

班
長
担
当
職 

  

ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
長 

大
会
総
務
課
長 

施
設
調
整
課
長 

競
技
式
典
課
長 

      

地
域
外
交
課
長 

監
査
委
員
事
務

局
長 

総
務
事
務
管
理

課
長 

人
事
課
長 

財
産
有
効
活
用

課
長 

財
政
課
長 

税
務
課
長 

統
計
課
長 

 

人
事
課
長 

避
難
対
策
係
長 

エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
・
コ

ン
テ
ン
ツ
課
長 

秘
書
課
長 

  

情
報
通
信
係
長 

危
機
管
理
係
長 

  

副
班
長
担
当
職 

              

ぐ
ん
ま
ブ
ラ

ン
ド
推
進
課 

地
域
企
業
支

援
課 

各
行
政
県
税

事
務
所 

物
資
集
積
拠

点
関
係
所
属 

   

デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ

ー
メ
ー
シ
ョ

ン
課 

   

課
等 
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地
域
創

生
部 

   

知
事
戦

略
部 

 

総
務
部 

         

統
括
司

令
部 部 

  

地
域
創
生
部 

長 ス
ポ
ー
ツ
推

進
監 

知
事
戦
略
部

長 デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ

ー
メ
ー
シ
ョ

ン
推
進
監 

グ
リ
ー
ン
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
推
進
監 

 

総
務
部
長 

         

危
機
管
理
監 

部
長
担
当
職 

  

地
域
創
生

応
援
班 

文
化
財
保

護
班 

外
国
人
支

援
班 

地
域
創
生

総
務
班 

知
事
戦
略

応
援
班 

交
通
対
策

班 情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
班 

知
事
戦
略

総
務
班 

連
絡
・
調

整
班 

本
部
活
動

支
援
班 

被
災
者
支

援
班 

応
援
職
員

調
整
班 

物
資
支
援

調
整
班 

戦
略
広
報

班 航
空
運
用

調
整
班 

救
出
・
救

助
調
整
班 

   

司
令
室 

班 

  

情
報
班 

対
策
班 

総
括
調

整
官 

  

文
化
振
興
課
長 

文
化
遺
産
課
長 

ぐ

ん

ま

暮

ら

し
・
外
国
人
活

躍
推
進
課
長 

地
域
創
生
課
長 

グ
リ
ー
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
課
長 

交
通
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
推
進
課

長 デ
ジ
タ
ル
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ョ
ン
課
長 

戦
略
企
画
課
長 

人
事
委
員
会
事

務
局
長 

総
務
部
総
務
課

長 支
援
調
整
係
長 

市
町
村
課
長 

危
機
管
理
課
次

長 メ
デ
ィ
ア
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
課

長 消
防
保
安
課
次

長 消
防
保
安
課
長 

レ
ジ
リ
エ
ン
ス

推
進
室
長 

防
災
対
策
係
長 

防
災
対
策
主
監 

危
機
管
理
課
長 

班
長
担
当
職 

  

ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
長 

大
会
総
務
課
長 

施
設
調
整
課
長 

競
技
式
典
課
長 

      

地
域
外
交
課
長 

監
査
委
員
事
務

局
長 

総
務
事
務
管
理

課
長 

人
事
課
長 

財
産
有
効
活
用

課
長 

財
政
課
長 

税
務
課
長 

統
計
課
長 

 

人
事
課
長 

避
難
対
策
係
長 

エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
・
コ

ン
テ
ン
ツ
課
長 

秘
書
課
長 

  

情
報
通
信
係
長 

危
機
管
理
係
長 

  

副
班
長
担
当
職 

              

ぐ
ん
ま
ブ
ラ

ン
ド
推
進
課 

地
域
企
業
支

援
課 

各
行
政
県
税

事
務
所 

物
資
集
積
拠

点
関
係
所
属 

   

デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ

ー
メ
ー
シ
ョ

ン
課 

   

課
等 

 

        

環
境
森

林
部 

     

健
康
福

祉
部 

  

生
活
こ

ど
も
部 

   

地
域
創

生
部 

   

知
事
戦

略
部 

 

総
務
部 

        

環
境
森
林
部

長 

     

健
康
福
祉
部

長 生
活
こ
ど
も

部
長 

こ
ど
も
ま
ん

な
か
推
進
監 

地
域
創
生
部

長 ス
ポ
ー
ツ
推

進
監 

知
事
戦
略
部

長 デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ

ー
メ
ー
シ
ョ

ン
推
進
監 

グ
リ
ー
ン
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
推
進
監 

 

総
務
部
長 

    

環
境
森
林

応
援
班 

林
業
対
策

班 ご
み
・
し

尿
対
策
班 

環
境
汚
染

対
策
班 

環
境
森
林

総
務
班 

健
康
福
祉

応
援
班 

医
薬
品
対

策
班 

衛
生
・
食

品
班 

要
配
慮
者

対
策
班 

医
療
・
防

疫
班 

健
康
福
祉

総
務
班 

私

立

学

校
・
児
童

福
祉
班 

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
・
県

民
相
談
班 

生
活
こ
ど

も
総
務
班 

地
域
創
生

応
援
班 

文
化
財
保

護
班 

外
国
人
支

援
班 

地
域
創
生

総
務
班 

知
事
戦
略

応
援
班 

交
通
対
策

班 情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
班 

知
事
戦
略

総
務
班 

連
絡
・
調

整
班 

本
部
活
動

支
援
班 

    

自
然
環
境
課
長 

林
政
課
長 

廃
棄
物
・
リ
サ

イ
ク
ル
課
長 

環
境
保
全
課
長 

環
境
政
策
課
長 

監
査
指
導
課
長 

薬
務
課
長 

食
品
・
生
活
衛

生
課
長 

地
域
福
祉
課
長 

医
務
課
長 

健
康
福
祉
課
長 

こ
ど
も
・
子
育

て
支
援
課
長 

県

民

活

動

支

援
・
広
聴
課
長 

生
活
こ
ど
も
課

長 文
化
振
興
課
長 

文
化
遺
産
課
長 

ぐ

ん

ま

暮

ら

し
・
外
国
人
活

躍
推
進
課
長 

地
域
創
生
課
長 

グ
リ
ー
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
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ン
推

進
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長 
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通
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ン
推
進
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ン
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フ
ォ
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メ

ー
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戦
略
企
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人
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事
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局
長 

総
務
部
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務
課

長 
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保
全
課
長 

林
業
振
興
課
長 

   

国
保
医
療
課
長 

  

介
護
高
齢
課
長 

障
害
政
策
課
長 

感
染
症
・
疾
病

対
策
課
長 

健
康
長
寿
社
会

づ
く
り
推
進
課

長 障
害
政
策
課
長 

地
域
福
祉
課
長 

私
学
・
青
少
年

課
長 

児
童
福
祉
課
長 

消
費
生
活
課
長 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
長 

大
会
総
務
課
長 

施
設
調
整
課
長 
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長 
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税
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長 

統
計
課
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教
育
管

理
部 

病
院
部 

   

企
業
部 

        

県
土
整

備
部 

    

産
業
経

済
部 

   

農
政
部 

    

環
境
森

林
部 

     

健
康
福

祉
部 

         

教
育
次
長 

病
院
局
長 

   

企
業
局
長 

        

県
土
整
備
部

長 

    

産
業
経
済
部

長 

   

農
政
部
長 

    

環
境
森
林
部

長 

     

健
康
福
祉
部

長 

       

社
会
教
育

施
設
班 

公
立
学
校

施
設
班 

教
育
総
務

班 病
院
総
務

班 水
道
班 

団
地
班 

発
電
班 

企
業
総
務

班 県
土
整
備

応
援
班 

下
水
道
班 

住
宅
対
策

班 被
災
宅
地

建
物
班 

施
設
対
策

班 砂
防
班 

河
川
水
防

班 道
路
対
策

班 県
土
整
備

総
務
班 

産
業
経
済

応
援
班 

観
光
班 

地
域
企
業

支
援
班 

燃
料
対
策

班 産
業
経
済

総
務
班 

農
政
応
援

班 農
地
・
農

業
用
施
設

対
策
班 

農
作
物
・

施
設
対
策

班 農
政
総
務

班 環
境
森
林

応
援
班 

林
業
対
策

班 ご
み
・
し

尿
対
策
班 

環
境
汚
染

対
策
班 

環
境
森
林

総
務
班 

健
康
福
祉

応
援
班 

医
薬
品
対

策
班 

衛
生
・
食

品
班 

要
配
慮
者

対
策
班 

医
療
・
防

疫
班 

健
康
福
祉

総
務
班 

       

生
涯
学
習
課
長 

管
理
課
長 

教
育
委
員
会
事

務
局
総
務
課
長 

病
院
局
経
営
戦

略
課
長 

水
道
課
長 

団
地
課
長 

発
電
課
長 

企
業
局
総
務
課

長 契
約
検
査
課
長 

下
水
環
境
課
長 

住
宅
政
策
課
長 

建
築
課
長 

都
市
整
備
課
長 

砂
防
課
長 

河
川
課
長 

道
路
管
理
課
長 

監
理
課
長 

未
来
投
資
・
デ

ジ
タ
ル
産
業
課

長 観
光
リ
ト
リ
ー

ト
推
進
課
長 

地
域
企
業
支
援

課
長 

産
業
政
策
課
長 

産
業
政
策
課
長 

農
業
構
造
政
策

課
長 

農
村
整
備
課
長 

米
麦
畜
産
課
長 

農
政
課
長 

自
然
環
境
課
長 

林
政
課
長 

廃
棄
物
・
リ
サ

イ
ク
ル
課
長 

環
境
保
全
課
長 

環
境
政
策
課
長 

監
査
指
導
課
長 

薬
務
課
長 

食
品
・
生
活
衛

生
課
長 

地
域
福
祉
課
長 

医
務
課
長 

健
康
福
祉
課
長 

        

福
利
課
長 

     

企
業
局
経
営
戦

略
課
長 

    

都
市
計
画
課
長 

  

道
路
整
備
課
長 

建
設
企
画
課
長 

労
働
政
策
課
長 

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
・

ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
推
進
課
長 

労
働
委
員
会
事

務
局
長 

      

農
政
課
長 

野
菜
花
き
課
長 

蚕
糸
特
産
課
長 

農
業
構
造
政
策

課
長 

 

森
林
保
全
課
長 

林
業
振
興
課
長 

   

国
保
医
療
課
長 

  

介
護
高
齢
課
長 

障
害
政
策
課
長 

感
染
症
・
疾
病

対
策
課
長 

健
康
長
寿
社
会

づ
く
り
推
進
課

長 障
害
政
策
課
長 

地
域
福
祉
課
長 

                                            

 

情
報
通

信
部 

交
通
部 

刑
事
部 

地
域
部 

生
活
安

全
部 

警
務
部 

警
備
部 

議
会
部 

会
計
部 

 

学
校
教

育
部 

  

教
育
管

理
部 

病
院
部 

   

企
業
部 

        

県
土
整

備
部 

    

産
業
経

済
部 

関
東
管
区
警

察
局
群
馬
県

情
報
通
信
部

長 交
通
部
長 

刑
事
部
長 

地
域
部
長 

生
活
安
全
部

長 警
務
部
長 

警
備
部
長 

危
機
管
理
対

策
統
括
官 

議
会
事
務
局

長 会
計
管
理
者 

 

教

育

次

長

（

指

導

担

当
） 

  

教
育
次
長 

病
院
局
長 

   

企
業
局
長 

        

県
土
整
備
部

長 

    

産
業
経
済
部

長 

通
信
対
策

班 交
通
対
策

班 刑
事
対
策

班 地
域
対
策

班 生
活
安
全

対
策
班 

警
務
対
策

班 警
備
対
策

班 議
会
班 

経
理
班 

学
校
教
育

応
援
班 

公
立
学
校

指
導
班 

社
会
教
育

施
設
班 

公
立
学
校

施
設
班 

教
育
総
務

班 病
院
総
務

班 水
道
班 

団
地
班 

発
電
班 

企
業
総
務

班 県
土
整
備

応
援
班 

下
水
道
班 

住
宅
対
策

班 被
災
宅
地

建
物
班 

施
設
対
策

班 砂
防
班 

河
川
水
防

班 道
路
対
策

班 県
土
整
備

総
務
班 

産
業
経
済

応
援
班 

観
光
班 

地
域
企
業

支
援
班 

燃
料
対
策

班 産
業
経
済

総
務
班 

機
動
通
信
課
長 

交
通
企
画
課
長 

刑
事
企
画
課
長 

地
域
課
長 

生
活
安
全
企
画

課
長 

警
務
課
長 

警
備
第
二
課
長 

議
会
事
務
局
総

務
課
長 

会
計
管
理
課
長 

学
校
人
事
課
長 

義
務
教
育
課
長 

生
涯
学
習
課
長 

管
理
課
長 

教
育
委
員
会
事

務
局
総
務
課
長 

病
院
局
経
営
戦

略
課
長 

水
道
課
長 

団
地
課
長 

発
電
課
長 

企
業
局
総
務
課

長 契
約
検
査
課
長 

下
水
環
境
課
長 

住
宅
政
策
課
長 

建
築
課
長 

都
市
整
備
課
長 

砂
防
課
長 

河
川
課
長 

道
路
管
理
課
長 

監
理
課
長 

未
来
投
資
・
デ

ジ
タ
ル
産
業
課

長 観
光
リ
ト
リ
ー

ト
推
進
課
長 

地
域
企
業
支
援

課
長 

産
業
政
策
課
長 

産
業
政
策
課
長 

       

議
事
課
長 

政
策
広
報
課
長 

 

健
康
体
育
課
長 

高
校
教
育
課
長 

特
別
支
援
教
育

課
長 

 

福
利
課
長 

     

企
業
局
経
営
戦

略
課
長 

    

都
市
計
画
課
長 

  

道
路
整
備
課
長 

建
設
企
画
課
長 

労
働
政
策
課
長 

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
・

ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
推
進
課
長 

労
働
委
員
会
事

務
局
長 
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別
表
第
二
の
二
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号 

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程
第
一
号 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
長 

山 

本 

一 

太 

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
長 

山 

本 

一 

太 

 
 
 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号
及
び
平
成
十
八
年
群
馬
県
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
第
五
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
、
同
条
第
六
項
に
規
定

す
る
」
を
加
え
る
。 

  

別
表
第
二
地
域
創
生
部
の
部
中
「
地
域
創
生
部
長
」
を 

 
 
 

 
 
 

 
 

に
改
め
、
同
部
地 

 

域
創
生
部
長
の
款
文
化
財
保
護
班
の
項
中
「
文
化
財
保
護
課
長
」
を
「
文
化
遺
産
課
長
」
に
改
め
、 

 

同
款
地
域
創
生
応
援
班
の
項
中
「
湯
け
む
り
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
準
備
課
長
」
を 

 
 

 
 

 

   
 
 

に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                          

■ 

国
民
保
護
対
策
本
部
規
程 

■ 

緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程 

情
報
通

信
部 

交
通
部 

刑
事
部 

地
域
部 

生
活
安

全
部 

警
務
部 

警
備
部 

議
会
部 

会
計
部 

 

学
校
教

育
部 

  

教
育
管

理
部 

病
院
部 

   

企
業
部 

        

県
土
整

備
部 

    

産
業
経

済
部 

関
東
管
区
警

察
局
群
馬
県

情
報
通
信
部

長 交
通
部
長 

刑
事
部
長 

地
域
部
長 

生
活
安
全
部

長 警
務
部
長 

警
備
部
長 

危
機
管
理
対

策
統
括
官 

議
会
事
務
局

長 会
計
管
理
者 

 

教

育

次

長

（

指

導

担

当
） 

  

教
育
次
長 

病
院
局
長 

   

企
業
局
長 

        

県
土
整
備
部

長 

    

産
業
経
済
部

長 

通
信
対
策

班 交
通
対
策

班 刑
事
対
策

班 地
域
対
策

班 生
活
安
全

対
策
班 

警
務
対
策

班 警
備
対
策

班 議
会
班 

経
理
班 

学
校
教
育

応
援
班 

公
立
学
校

指
導
班 

社
会
教
育

施
設
班 

公
立
学
校

施
設
班 

教
育
総
務

班 病
院
総
務

班 水
道
班 

団
地
班 

発
電
班 

企
業
総
務

班 県
土
整
備

応
援
班 

下
水
道
班 

住
宅
対
策

班 被
災
宅
地

建
物
班 

施
設
対
策

班 砂
防
班 

河
川
水
防

班 道
路
対
策

班 県
土
整
備

総
務
班 

産
業
経
済

応
援
班 

観
光
班 

地
域
企
業

支
援
班 

燃
料
対
策

班 産
業
経
済

総
務
班 

機
動
通
信
課
長 

交
通
企
画
課
長 

刑
事
企
画
課
長 

地
域
課
長 

生
活
安
全
企
画

課
長 

警
務
課
長 

警
備
第
二
課
長 

議
会
事
務
局
総

務
課
長 

会
計
管
理
課
長 

学
校
人
事
課
長 

義
務
教
育
課
長 

生
涯
学
習
課
長 

管
理
課
長 

教
育
委
員
会
事

務
局
総
務
課
長 

病
院
局
経
営
戦

略
課
長 

水
道
課
長 

団
地
課
長 

発
電
課
長 

企
業
局
総
務
課

長 契
約
検
査
課
長 

下
水
環
境
課
長 

住
宅
政
策
課
長 

建
築
課
長 

都
市
整
備
課
長 

砂
防
課
長 

河
川
課
長 

道
路
管
理
課
長 

監
理
課
長 

未
来
投
資
・
デ

ジ
タ
ル
産
業
課

長 観
光
リ
ト
リ
ー

ト
推
進
課
長 

地
域
企
業
支
援

課
長 

産
業
政
策
課
長 

産
業
政
策
課
長 

       

議
事
課
長 

政
策
広
報
課
長 

 

健
康
体
育
課
長 

高
校
教
育
課
長 

特
別
支
援
教
育

課
長 

 

福
利
課
長 

     

企
業
局
経
営
戦

略
課
長 

    

都
市
計
画
課
長 

  

道
路
整
備
課
長 

建
設
企
画
課
長 

労
働
政
策
課
長 

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
・

ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
推
進
課
長 

労
働
委
員
会
事

務
局
長 

    

                                 

 

「
地
域
創
生
部
長 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
監
」 

「
大
会
総
務 

施
設
調
整 

競
技
式
典 

課
長 

課
長 

課
長
」 
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